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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の表示ユニットと、該複数の表示ユニットが生成する画像をそれぞれ制御する制御
ユニットと、光路中に挿脱可能な光学フィルタと、前記光学フィルタの挿脱に応じた各表
示ユニット毎の色むら補正データを記憶する記憶ユニットを有し、
　前記制御ユニットは、各表示ユニット毎に、前記色むら補正データを前記光学フィルタ
の挿脱に応じて選択し、選択された色むら補正データを利用して各表示ユニットを制御し
、
　前記色むら補正データは、前記表示ユニットの表示領域における複数の代表点の補正値
であり、
　前記複数の代表点の補正値は、代表的な階調毎に記憶されており、
　前記光学フィルタの挿入時に前記表示ユニットに入力される映像信号の第１の階調範囲
は、前記光学フィルタの非挿入時に前記表示ユニットに入力される映像信号の第２の階調
範囲よりも狭い範囲であり、
　前記光学フィルタ挿入時に利用される色むら補正データは、前記第１の階調範囲内にの
み補正値を有することを特徴とする投射型表示装置。
【請求項２】
　前記光学フィルタ挿入時の前記代表的な階調の数は、前記光学フィルタ非挿入時の前記
代表的な階調の数よりも少ないことを特徴とする請求項１に記載の投射型表示装置。
【請求項３】
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　前記制御ユニットは、投射映像の明るさを優先するイメージモードと、色の再現性を優
先するイメージモードに応じて前記光学フィルタの挿脱を制御することを特徴とする請求
項１又は２に記載の投射型表示装置。
【請求項４】
　前記制御ユニットは、前記複数の代表点の補正値を補間演算することにより、前記代表
点以外の補正値を求めることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の投射型
表示装置。
【請求項５】
　前記複数の表示ユニットを照明する光を供給する光源を有し、前記光学フィルタは前記
光源と前記複数の表示ユニットの間で挿脱されることを特徴とする請求項１乃至４のいず
れか１項に記載の投射型表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、投射型表示装置（プロジェクタ）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　プロジェクタによるスクリーンへの投射映像は、様々な原因により完全には均一になら
ず、所謂色ムラが発生する。
【０００３】
　例えば、３板の液晶パネルを採用したプロジェクタの場合、印加電圧を一定に制御した
としても、パネル各画素の反射率または透過率が均一にならない。従って、同一パネル内
で場所により明るさの不均一性が生じる。その明るさの不均一性は、３つの液晶パネル間
によっても差異があり、その差異によって色むらが発生する。
【０００４】
　また、投射光学系におけるレンズの周辺光量落ちの影響で、投影領域の中央部と周辺部
で、同じ入力階調でありながら色や輝度が異なる現象が生じる。
【０００５】
　特許文献１には、表示領域を複数のブロックに分割し、Ｖ－Ｔ補正された信号に色むら
補正信号を加算することで、色むら補正を行うことが開示されている。Ｖ－Ｔ補正とは、
入力される映像信号の振幅に対して液晶パネルの透過率がリニアに変化しない表示特性を
有しているために、これを逆補正してリニアな特性を得るための補正である。
【０００６】
　また、特許文献２に、空間代表点と階調方向の代表点の補正データを持ち、代表点以外
は補完処理をおこなうことで、メモリの節約を図りながら、効果的に色むら補正が行う技
術が開示されている。
【０００７】
　ところで、プロジェクタに関しては、使用目的により以下の２つの相反する要望がある
。第１に、投射映像の明るさよりも色の正確な表現や黒の階調を優先したい（例えば、映
画鑑賞の場合など）という要望である。
【０００８】
　第２に、正確な色再現性よりもむしろ明るさを優先したい（例えば、プレゼンテーショ
ンにおいて文字、図形等の資料を投影する場合など）と言う要望である。
【０００９】
　前者の色の再現性を重視する場合には、投射光路上に光学的なフィルタを挿入する方法
が考えられる。しかし、光路上に光学フィルタの挿入すると明るさが低下することになる
ため、後者の明るさを重視する場合には、望ましくない。
【００１０】
　そこで、プロジェクタにおいて、明るさを重視したい場合と、色の再現性を重視したい
場合とで、フィルタの挿脱（オン／オフ）を切り換え可能に構成することが知られている
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。
【００１１】
　実際には、フィルタの挿脱に対応して色調整のガンマ補正データも変更する。この切り
換えはユーザーにより、リモコンや操作パネルから操作される。
【００１２】
　以後、フィルタの挿脱と色調整ガンマ等を連動させて、用途に応じて選択可能としたも
のをイメージモード選択と呼ぶ。
【００１３】
　このようにイメージモードを、ユーザーの好みや目的、投影環境などに応じて選択に可
能とすることでユーザーの利便性が向上する。
【００１４】
　フィルタを持つタイプのプロジェクタにおいて、電源投入直後に行われる色むら補正制
御、フィルタの挿脱、色調整ガンマ補正データの設定等イメージモードに関わる初期化シ
ーケンスの一例を図８に示す。Ｓ２０で初期化処理を開始する。Ｓ２１において、プロジ
ェクタ内の回路等（ＣＰＵ等）に初期化処理１が実施される。フィルタ制御、色むら補正
制御、色調整ガンマ制御等が初期値に設定される。イメージモードも初期値に設定される
。Ｓ２２において、起動時のフィルタの挿脱の状態を判別し、切り替えが必要であるかを
判別する。Ｓ２３において、初期値として設定されたイメージモードに対して、フィルタ
の挿脱切り換えが必要な場合、フィルタ挿脱制御が行われる。Ｓ２４において、色むら補
正データを読み込む。Ｓ２５において、初期値として設定されるイメージモードに対応付
けられた色調整ガンマ補正データの読み込む。Ｓ２６において、更に初期化処理２（オー
トフォーカス回路等の初期化処理１以外の初期化処理）を行う。Ｓ２７で初期化処理を完
了する。
【００１５】
　また、ユーザーがリモコンや操作パネルを操作することにより、イメージモードを変更
する場合のシーケンスの例を図９に示す。Ｓ３０でイメージモード変更操作が行われると
、イメージモードの変更シークエンスを開始する。Ｓ３１において、イメージモードの変
更処理１が行われる。ここでは、ファンやランプの動作設定等である。Ｓ３２において、
現在のフィルタの挿脱の状態を判別し、切り替えが必要であるかを判別する。Ｓ３３にお
いて、切り替えが必要な場合、フィルタ挿脱制御が行われる。Ｓ３４において、各イメー
ジモードに対応付けられた色調整ガンマデータの変更が行われる。Ｓ３５において、その
他に必要なイメージモード変更処理が行われ、イメージモード変更が終了する。Ｓ３６で
イメージモード変更処理が完了する。
【００１６】
　以上説明した如く、従来の方法では色むら補正データは初期化の際に一度読み込まれ、
それ以降モードを変更しても、色むら補正データが変更されることはない。
【特許文献１】特登録０３２０２６１３号公報
【特許文献２】特開２００１－１３４２５２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　液晶パネルは照明光の分光特性により色むらの状態が変化する。照明光の分光特性は、
上述のようにイメージモードに応じて光学フィルタを光路に挿入すると変化する。
【００１８】
　従来は先に説明した如く、電源投入直後に記憶手段に記憶されていた色むら補正データ
が読み込まれ、投射映像の色むら補正を行う。
【００１９】
　しかしながら、フィルタの挿脱状態が変化すると色むらの状態が変化する。従って、フ
ィルタなしの状態で最適な色むら補正を行うとフィルタを挿入したときに適切な色むら補
正値が得られない。逆の場合も同様である。
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【００２０】
　また、両者のバランスを取った値に設定すると、どちらの場合も最適値が得られない。
【００２１】
　本発明の例示的な目的は、フィルタの挿脱に関わらず、適切な色むら補正制御を行うこ
とを可能にした投射型表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　上記目的を達成する本発明の例示的な投射型表示装置は、
　複数の表示ユニットと、該複数の表示ユニットが生成する画像をそれぞれ制御する制御
ユニットと、光路中に挿脱可能な光学フィルタと、前記光学フィルタの挿脱に応じた各表
示ユニット毎の色むら補正データを記憶する記憶ユニットを有し、
　前記制御ユニットは、各表示ユニット毎に、前記色むら補正データを前記光学フィルタ
の挿脱に応じて選択し、選択された色むら補正データを利用して各表示ユニットを制御し
、
　前記色むら補正データは、前記表示ユニットの表示領域における複数の代表点の補正値
であり、
　前記複数の代表点の補正値は、代表的な階調毎に記憶されており、
　前記光学フィルタの挿入時に前記表示ユニットに入力される映像信号の第１の階調範囲
は、前記光学フィルタの非挿入時に前記表示ユニットに入力される映像信号の第２の階調
範囲よりも狭い範囲であり、
　前記光学フィルタ挿入時に利用される色むら補正データは、前記第１の階調範囲内にの
み補正値を有することを特徴とする。
【００２３】
　本発明の更なる目的又はその他の特徴は、以下、添付の図面を参照して説明される好ま
しい実施例等によって明らかにされるであろう。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明の投射型表示装置によれば、フィルタの挿脱に関わらず、適切な色むら補正が可
能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下に、本発明の投射型表示装置の実施の形態を添付の図面に基づいて詳細に説明する
。
【実施例１】
【００２６】
　図１は、第１の実施例の投射型表示装置（プロジェクタ）の回路ブロック図である。
【００２７】
　本実施例のプロジェクタは、表示ユニットとして複数の反射型液晶素子を用いたプロジ
ェクタの例である。但し、表示ユニットとして透過型液晶素子を用いても良いことは言う
までもない。
【００２８】
　映像処理回路１、パネル駆動回路２，３，４、記憶回路５、フィルタ制御回路１０は不
図示のマイコンにより制御される。これら映像処理回路１、パネル駆動回路２，３，４、
そしてこれらを制御するマイコンは、各表示ユニットが生成する画像を制御する制御ユニ
ットに相当する。記憶回路５は、複数種の補正データを記憶する記憶ユニットに相当する
。
【００２９】
　１１は光源である。光源１１として、超高圧水銀ランプなどが最近では用いられるが、
ハロゲンランプ等の白熱光源でも、ＬＥＤ等の半導体光源でも良い。
【００３０】
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　光源１１によって供給された光は、レンズやプリズムなどにより構成される不図示の光
学系（照明系、色分離合成系など）でＲＧＢの各色に分離が行われた上で、各々対応する
パネル６，７，８に入射される。
【００３１】
　パネルへの入射光は、液晶パネル６，７，８で反射される。液晶パネル６，７，８での
反射率は、パネル駆動回路２，３，４により設定される。
【００３２】
　そして、液晶パネル６，７，８で反射したＲＧＢ各色の画像光は、不図示の光学系によ
り再び合成され、不図示の投射レンズによりスクリーン１３に投射される。
【００３３】
　９は光源１１からの光の分光特性を変化させるため、光路注に挿脱可能に設けられた光
学フィルタである。光学フィルタ９は、フィルタ制御回路１０により、光源１１から液晶
パネル６，７，８の間の光路中への挿脱が制御される。
【００３４】
　フィルタ９の挿脱制御は、フィルタ単独でユーザーにより操作可能とする方法もある。
しかし、ユーザーが選択したイメージモードに対応付けられて制御する場合が多い。
【００３５】
　映像入力信号は映像処理回路１に入力され、アナログ信号であれば、Ａ／Ｄ変換が行わ
れた上で処理される。
【００３６】
　その他、映像入力信号は、映像処理回路１にて、入力信号の解像度をパネル解像度に合
わせるスケール変換をはじめとして、各種色処理、プロジェクタ特有の台形歪補正（キー
ストーン補正）などの処理が行われる。それらの処理を受けた後、映像入力信号は、ＲＧ
Ｂ各色信号に分解され、各色のパネル駆動回路２、３、４へ出力される。
【００３７】
　パネル駆動回路２，３，４における色調整ガンマ補正回路２１、３１、４１は、入力階
調に対する出力階調のルックアップテーブル（色調整ガンマ補正データ）を持っている。
色調整ガンマ補正回路２１，３１，４１では、色調整ガンマ補正データを利用して各色の
信号の変換を行った後、変換した信号を後段（図１では液晶ガンマ補正回路２２，３２，
４２）へ出力する。
【００３８】
　ここで、各色の色調整ガンマ補正データを、各色のバランスを変えて変換を行うように
設定することで、入力信号に対する色度が決定する。
【００３９】
　色調整ガンマ補正データは、イメージモードと対応付けられている。ユーザーがイメー
ジモード１を選択すると、イメージモード１用の色調整ガンマ補正データ５１，５６，６
１が選択され、色調整ガンマ補正回路２１，３１，４１に適用される。
【００４０】
　また、イメージモード２が選択されると、色調整ガンマ補正データ５２，５７，６２が
選択され、色調整ガンマ補正回路２１，３１，４１に適用される。
【００４１】
　すなわち、イメージモードの選択（光学フィルタの挿脱）に応じて、特定の色調整ガン
マ補整データが、制御ユニット（マイコン）により選択（決定）される。
【００４２】
　液晶ガンマ補正回路２２，３２，４２においては、ルックアップテーブル（液晶ガンマ
補正データ５３，５８，６３）により、液晶の電圧－輝度（反射型パネルを用いる場合は
反射率）の特性の逆補正が行われる。液晶ガンマ補正回路２２，３２，４２によって逆補
正された信号が、色むら補正回路２３，３３，４３へ出力される。
【００４３】
　そして、補正された電圧により、３枚の液晶パネル６、７、８の各画素が駆動される。
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【００４４】
　色むら補正回路２３、３３、４３では、表示画面を２つ以上の複数のブロックに分割し
、各ブロックの平均輝度値または中央の輝度値が画面全体で均一になるように、液晶ガン
マ補正回路２２，３２，４２からの信号の補正を行う。
【００４５】
　色むら補正値の具体的な導出方法について説明する。
【００４６】
　まず、図２のように、代表的な階調（Ｋ５１，Ｋ５２，Ｋ５３，Ｋ５４）を定める。さ
らに各階調（Ｋ５１，Ｋ５２，Ｋ５３，Ｋ５４）の表示領域毎に、水平方向ｘ、垂直方向
ｙについて一定間隔で代表点を定める。
【００４７】
　そして、代表的な各階調の各代表点の補正値を、色むら補正データ５４，５９，６４と
して記憶回路５に保持する。
【００４８】
　表示領域の各画素、各入力階調について全ての補正値を記憶回路に保持すると、記憶容
量が膨大となる。そこで、本実施例では、代表点の補正値のみを記憶することで、記憶容
量を節減している。
【００４９】
　本実施例では、フィルタ挿入時の各代表階調毎の各代表点の補正値のデータの集合から
なる色むら補正データ５４，５９，６４と、フィルタ非挿入（抜き取り）時の補正値のデ
ータの集合からなる色むら補正データ５５，６０，６５の２つを、記憶回路５が持つ。
【００５０】
　そして、代表点からの直線近似などで補間演算を行うことで、実際の入力信号の補正値
を算出して求める。補正値の算出は、マイコンにより後述の初期化シーケンスにおいて行
う。
【００５１】
　そして、液晶パネル６，７，８の実際の駆動制御時には、色むら補正回路２３，３３，
４３により、入力信号にその補正値を加算し、それを出力することで、表示領域の位置、
入力階調の違いにより異なる色むら状態を補正する。
【００５２】
　フィルタの制御がイメージモードと対応付けられている場合の初期化シーケンスを図３
に示す。Ｓ６０～Ｓ６３までは図８のＳ２０～２３と同様の為、説明を省略する。Ｓ６４
において、マイコンは、フィルタの挿脱を判定する。Ｓ６５において、フィルタ非挿入時
、フィルタ非挿入時用の色むら補正データ５５，６０，６５をマイコンは読み込む。Ｓ６
６において、フィルタ挿入時、マイコンは、フィルタ挿入時用の色むら補正データ５４，
５９，６４を読み込む。なお、Ｓ６５，Ｓ６６において、マイコンは必要に応じて補正デ
ータの補間演算を行っても良い。Ｓ６７において、イメージモードに対応付けられた色調
整ガンマデータの読み込みが行われる。
【００５３】
　以下、図８のＳ２６，Ｓ２７と同様であるので、説明を省略する。
【００５４】
　フィルタの制御がイメージモードと対応付けられている場合のイメージモード変更のシ
ーケンスを図４に示す。Ｓ７０～Ｓ７３は図８のＳ２０～Ｓ２３と同様であるので、説明
を省略する。Ｓ７４において、フィルタの動作状態が変更となった場合、色むら補正デー
タの変更が行われる。Ｓ７５～Ｓ７７は、図８のＳ２５～Ｓ２７と同様であるので、説明
を省略する。
【００５５】
　このようにして、フィルタの動作状態に応じて、フィルタオン時色むら補正データ５４
，５９，６４とフィルタオフ時色むら補正データ５５，６０，６５を入れ替える処理を行
う。
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【００５６】
　このようにして、フィルタ関わらず常に最適な色むら補正制御を行うことできる。
【実施例２】
【００５７】
　図５に各イメージモードにおけるガンマ特性を示す。
【００５８】
　図５のように、イメージモードに応じて、色調整ガンマ補正データが切り替わることで
、色調整ガンマ補正回路２１，３１，４１の出力、つまり液晶ガンマ補正回路２２，３２
，４２の入力範囲が定まる。
【００５９】
　よって、実施例１において、イメージモードとして、図３，４のようにフィルタ制御が
色調整ガンマ補正データの変更と連動する場合、図６のようにフィルタの動作状態により
、液晶ガンマ補正回路２２，３２，４２の入力範囲が定まる。
【００６０】
　液晶ガンマ補正回路２２，３２，４２の入出力特性が一意の場合、フィルタの挿脱によ
り液晶ガンマ補正回路２２，３２，４２の出力範囲が定まる。
【００６１】
　明るさを重視する場合フィルタオフとすることが多いため、図６のように、フィルタ非
挿入の際に設定されうる最大のパネル反射率が、フィルタ挿入のどのイメージモードの場
合よりも低いことが多い。
【００６２】
　フィルタの挿脱を考慮に入れずに、図６のように色むら補正制御の階調代表点を定める
と、フィルタ挿入時、使用しない階調範囲で代表点を持つことになる。
【００６３】
　つまり、使用しない階調範囲外の各位置の補正データは、膨大であるにも関わらず、不
要なデータとなる。
【００６４】
　そこで、図７のように、フィルタの挿脱に応じて、それぞれの入力階調範囲内で階調代
表点を定める。
【００６５】
　フィルタ挿入時、同じ数の階調代表点の補正データを持つ場合、フィルタ非挿入時と同
じ階調代表値を持つ場合と比べて、階調により異なる色むら状態をより精度良く補正が可
能となる。
【００６６】
　フィルタ挿入時、入力階調範囲が狭い分、階調代表点の数を減らし、補正データを削減
することでメモリ量の削減をすることも可能である。
【００６７】
　以上では、階調範囲を変える例を示した。他にも、例えば代表点をフィルタにより色む
ら状態が階調に大きく変化する範囲に偏在させるなどのように設定値を相違させても、同
様の効果が得られる。
【００６８】
　以上、本発明の好ましい実施例について説明したが、本発明はこれらの実施例に限定さ
れないことはいうまでもなく、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】プロジェクタの回路ブロック図である。
【図２】色むら補正データを説明するための図である。
【図３】初期化シーケンスを示す図である。
【図４】イメージモード変更シーケンスを示す図である。
【図５】フィルタの有無による使用階調範囲の比較を示す図である。



(8) JP 5127256 B2 2013.1.23

10

【図６】使用階調範囲を考慮しない場合の階調代表点の設定方法を示す図である。
【図７】使用階調範囲を考慮する場合の階調代表点の設定方法を示す図である。
【図８】従来の初期化シーケンスを示す図である。
【図９】従来のイメージモード変更シーケンスを示す図である。
【符号の説明】
【００７０】
　１　映像処理回路
　２，３，４　パネル駆動回路
　５　記憶回路
　６，７，８　液晶パネル
　９　光学フィルタ
　１０　フィルタ制御回路
　１１　光源
　１３　スクリーン

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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